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１．総則 
１－１．本設置要領の目的 

本設置要領は、積載時の車高が 3.8ｍを超える車両（コンテナや完成自動車を運搬する

車高 4.1ｍ以下の車両等。以下、「3.8m 超車」という。）の通行に関し、安全性を確保しつ

つ物流を効率化するための車高規制の見直しを受け、道路管理者が 3.8m 超車の通行を認

めて指定する道路（以下「高さ限度緩和指定道路」又は「指定道路」という）に対する案

内標識の設置の方法等を示したものである。 

指定道路の選定にあたっては、3.8m 超車の通行に高いニーズがある、又は指定道路が

ネットワークを構成する等のために、道路管理者が必要と認める道路の区間を選定し、指

定基準の適合性を判断した上で指定することとしており、終点となる区間や、同一路線を

通行できずに代替経路を走行することが必要となる区間がある。 

このため、3.8m 超車のドライバーが指定道路網の状況を確認しながら走行できるよう、

確認が必要となる箇所に、高さ限度緩和指定道路に係わる案内標識を設置する必要がある。 

本設置要領は、こうした高さ限度緩和指定道路に係わる案内標識の技術的基準および要

領を示し、その合理的な計画、設計、施工及び維持管理に資することを目的としている。 

なお、案内の体系や案内標識の表示内容、配置計画等の基本的な考え方は、平成 10 年

4 月より施行されている総重量限度緩和指定道路における案内標識と同一とすることを

基本としているので「総重量緩和指定道路に係わる案内標識の設置要領」（平成 10 年 3

月）も併せて参照されたい。また、総重量限度緩和指定道路と高さ限度緩和指定道路との

関係を別添 1 に示す。 

 

 
１－２．適用の範囲 

本設置要領は、指定道路に道路管理者が、高さ限度緩和指定道路に係わる案内標識を整

備する場合に適用する。 



 

２．「3.8m 超車」に対する案内標識 
3.8m 超車に対する案内は、103，104，105，106，108、118 系等の既存の案内標識を活

用しつつ、新たに設定した標識によって行う。既存の標識の設置計画等は従前の設置基準

のとおりであるので、以下では 3.8m 超車のために設置する標識について述べる。 

 
２－１．「3.8m 超車」の案内を行う標識の種類 

3.8m 超車の案内を行う標識の種類、設置場所等は下表のとおりである。 

 

表２．案内標識 

種類 番号 設置場所 

118 の 4-A 

高速道路等以外の道路のうち車両制限令第三条第一項第三号に

規定する道路管理者が指定した道路において設置を必要とする

地点における左側の路端、車道の上方、中央分離帯又は交通島

118 の 4-B 

高速道路等以外の道路のうち車両制限令第三条第一項第三号に

規定する道路管理者が指定した道路において設置を必要とする

地点における左側の路端、車道の上方又は交差点における進行

方向の正面の路端 

高さ限度緩

和指定道路 

118 の 4-C・D 

高速道路等のうち車両制限令第三条第一項第三号に規定する道

路管理者が指定した道路において設置を必要とする地点におけ

る左側の路端、車道の上方、中央分離帯又は交通島 

 
表３．補助標識 

種類 番号 表示する意味 補助標識が附置される本標識 

始点 （513）

本標識が表示する道路の始点を示す

こと 

案内標識のうち、「総重量限度緩和

指定道路」及び「高さ限度緩和指

定道路」を表示するもの 

終点 （514）

本標識が表示する道路の終点を示す

こと 

案内標識のうち、「総重量限度緩和

指定道路」及び「高さ限度緩和指

定道路」を表示するもの 

距離・区域 （501）

本標識が表示する施設若しくは場所

までの距離、本標識が表示する交通

の規制が行われている区間若しくは

場所についての必要な距離又は本標

識が表示する交通の規制が行われて

いる区域を示すこと 

案内標識 

警戒標識 

規制標識 

指示標識 

注意事項 （510）

本標識が表示する意味を補足するた

め必要な事項を示すこと 

案内標識のうち、「高さ限度緩和指

定道路」を表示するもの 

警戒標識 

方向 （511）
本標識が表示する路線、施設又は場

所の方向を示すこと 
案内標識 
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２－２．様式 

3.8m 超車の案内を行う標識の様式を図１に示す。 
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図１ 高さ限度緩和指定道路の案内に用いる標識の様式 

3 



 

２－３．寸法、色彩等 

１）基本寸法 
標示板および文字の基本寸法を図２－１～９に示す。 （単位：cm） 
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 図２－１ 高さ限度緩和指定道路 図２－２ 高さ限度緩和指定道路 
 （118 の 4－A） （118 の 4－B） 
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 図２－３ 高さ限度緩和指定道路 図２－４ 高さ限度緩和指定道路 
 （118 の 4－C） （118 の 4－D） 
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図２－５ 始点（513） 
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図２－６ 終点（514） 
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 図２－７ 距離・区域（501） 図２－８ 注意事項（510） 

 

図２－９  方向（511） 

 

２）拡大率 
拡大率の標準値を表４に示す。 

表４ 拡大率の標準値 
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 高さ限度緩和指定道路 

片 側 ２ 車 線 以 上 1.3（1.6） 
一 般 道 路 

片 側 １ 車 線 1.0（1.3） 

本 線 部 1.5 
高 速 道 路 等 

ランプ部及び料金所付近 1.0 

注）（ ）は交通量が多い場合等 

 

３）色彩 
表５ 標識の種類と色彩 

種 類 色 彩 

高さ限度緩和指定道路（118 の 4－A） 「3.8m」の文字、縁及び地を青色、「超」

の文字、記号及び縁線を白色 

高さ限度緩和指定道路（118 の 4－B） 「3.8m」の文字、縁及び地を青色、「超」

の文字、記号、矢形及び縁線を白色 

高さ限度緩和指定道路（118 の 4－C） 「3.8m」の文字、地を緑色、「超」の文字、

記号を白色 

高さ限度緩和指定道路（118 の 4－D） 「3.8m」の文字、地を緑色、「超」の文字、

記号及び矢形を白色 

距離・区域（501）、注意事項（510）、

始点（513）、終点（514） 

地を白色、文字を黒色 

方向（511） 地を白色、矢印を緑色（高速道路等の設置） 

 
４）縁の太さ 

「高さ限度緩和指定道路（118 の 4－A,B）」の縁は、16mm とする。なお、「高さ限度

緩和指定道路（118 の 4－C,D）」については、縁線をつけないものとする。 

 



 

５）文字の形 
書体は、従来の道路案内標識に用いるものと同様とする。 

 
２－４．案内の方法 

「総重量限度緩和指定道路」における案内の方法と同一を基本とする。ただし、高速道

路においては指定外道路への進入を防止するため、方向を示す補助標識（511）を附置し指

定道路の方向を明確に示す。 

 

   

   

図３ 補助標識（方向（511））を附置した例 

 
２－５．他の標識との関係 

道路法第四十六条第一項若しくは第四十七条第三項若しくは車両制限令第七条第一項

若しくは第二項の規定に基づき、車両でその高さが安全であると認められる限度を超える

ものの通行を禁止し、又は制限する場合には、必要な場所に規制標識「高さ制限（321）」

を設置することとなっているが、指定道路区間内及び指定道路に指定されていない道路の

接続部においては「3.8m」を表示した「高さ制限（321）」の設置は原則として行わないこ

ととする。ただし 3.8m 未満の制限（例えば 3.2m 未満）が必要な場所ではこの限りではな

い。 

 

３．指定道路標識の配置計画 
ここでは、「高さ限度緩和指定道路」標識を設置する際の具体的な配置計画について述

べる。以下、図４から図８では標準的な配置図の例を示しているため、適宜必要と思われ

る箇所に当該標識を設置しても良い。 

また、道路管理者が、道路構造上特に必要である場合と認める場合においては、「高さ

3.8-4.1m 以下」を表示した補助標識（注意事項（510））を附置することができる。 

なお、4.1m を超える車両の走行には、従来どおり事前の許可が必要であり、指定道路

制度の開始に際して、4.1m を超える車両に対する取り扱いが変更されるものではないが、

重大支障事故防止の観点から、指定道路または指定道路から誤進入のおそれがある道路等

において、個別制限を行う必要のある地点における規制標識（高さ制限（321））の設置等

については、引き続き遺漏のないように検討されたい。 
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３－１．一般道路における指定道路標識の配置計画 

一般道路における「高さ限度緩和指定道路」標識は、「総重量限度緩和指定道路」標識

における配置計画と同一を基本とする。 

 

 

例１．一般道路における基本的な場合 
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指定区間内に建築限界が確保できないトンネル等がある場合、その代替路への分岐点や代

替経路における主要な交差点等に「高さ限度緩和指定道路（118 の 4-B）」標識を設置する。

図４ 一般道路の配置計画（基本ケース） 



 

３－２．高速道路等における適用事項 

高速道路においては、3.8m 超車が通行できない区間（通行指定外区間）手前の分岐点

から指定道路に至るまでの連絡路に「高さ限度緩和指定道路」標識を設置するものとする。 
 
例１．高速道路における基本的な場合 

A

B

D

ト
ン
ネ
ル

C

出口分岐地点において
は、3.8m超案内標識
(118の4-D)に方向を示
す補助標識を附置す
る。

凡　例

指定道路

指定外道路

指定道路

指定外道路

高速道路

一般道路

3.8超案内標識

料金所

 

3.8m超案内標識(118の4-
D)は、出口の予告標識
（109)、方面及び出口の
予告標識(110-A,B)等、
ならびに、方面及び出口
標識（112-A,B、113-
A,B）に併設することを
基本とする。

 

高速道路の指定区間内に通行不能区間がある場合、直前のインターチェンジ出口へ誘導す

るため現行の出口予告標識および出口標識の設置箇所に「高さ限度緩和指定道路（118 の

4-D）」標識を設置する。この場合、誤って本線を直進すると復帰不可能になるため、出口標

識の設置個所には更に方向を示す補助標識（511）を附置し指定道路の方向を明確に示す。 

また、一般道路の指定区間までの連絡路における主要な交差点等にも当該標識を設置す

る。ただし、指定道路まで誘導した後は復帰の案内は行わないこととする。 

図５ 高速道路の配置計画（その１） 
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例２．高速道路におけるインターチェンジのランプが指定外となる場合 

×
×

　出口分岐地点におい
て、3.8m超案内標識
(118の4-C)に（直進）方
向を示す補助標識を附置
する。
　当該標識は、方面及び
出口標識(112-A,B)に併設
することを基本とする。

凡　例

指定道路

指定外道路

指定道路

指定外道路

高速道路

一般道路

3.8超案内標識

料金所

C

A

D

B

　分岐地点において、3.8m
超案内標識(118の4-D)に方
向を示す補助標識を附置す
る。
　当該標識は、方面及び方
向標識(108の2-E)に併設す
ることを基本とする。

 

高速道路のインターチェンジランプに通行不能区間がある場合、当該インターチェンジ

の出口標識の設置個所に「高さ限度緩和指定道路（118 の 4-C）」標識に方向を示す補助標

識（511）を附置し指定道路の方向を明確に示す。 

高速道路に入るランプに通行不能区間がある場合は、指定道路となる方向を案内するた

め「高さ限度緩和指定道路（118 の 4-D）」標識を設置する。この場合も、方向を示す補助

標識（511）を附置し指定道路の方向を明確に示す。 

図６ 高速道路の配置計画（その２） 
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例３．高速道路におけるジャンクション付近に指定外区間がある場合 

ＪＣＴ
ト
ン
ネ
ル

ｼﾞｬﾝｸｼｮﾝ分岐地点におい
ては、3.8m超案内標識
(118の4-D)に方向を示す
補助標識を附置する。

凡　例

指定道路

指定外道路
高速道路

3.8超案内標識

A

B

C

3.8m超案内標識(118の4-
D)は、ｼﾞｬﾝｸｼｮﾝの分岐予
告案内標識、ならびに分
岐案内標識に併設するこ
とを基本とする。

 

高速道路のジャンクション付近の一部の区間で通行不能区間がある場合は、当区間直近

のジャンクションにおいて指定道路への案内を行うため、分岐予告案内標識の設置個所付

近に「高さ限度緩和指定道路（118 の 4-D）」標識を設置する。また、当該「高さ限度緩和

指定道路（118 の 4-D）」標識と共に方向を示す補助標識（511）を附置して設置し指定道路

の方向を明確に示す。 

図７ 高速道路の配置計画（その３） 
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３－３．総重量限度緩和指定道路と高さ限度緩和指定道路との指定区間が異なる場合の適

用事項 

高さ限度緩和指定道路標識は、所定の大型自動車を対象としており、「標識設置費用の

縮減、標識乱立の防止を目的として、必要最低限の迂回路案内を行う」ことを基本として

いる。総重量限度緩和指定道路（以下「20t 超指定道路」という）と高さ限度緩和指定道

路（以下「3.8m 超指定道路」という）との指定区間が異なる場合の配置計画例を図８に

示す。 
 
例１．20t 超指定道路と 3.8m 超指定道路の指定区間が異なる場合 

A

B

C

D

○
×
ト
ン
ネ
ル

20t超車通行可
3.8m超車通行不可

20t超車両が直進可能である
旨を示す案内は行わない

凡　例

指定道路

指定外道路

指定道路

3.8m超

20t超

3.8超案内標識

 
20t 超指定道路と 3.8m 超指定道路の指定区間が同一の場合、原則として併設するもの

とする。また、指定区間が異なる場合には、直進が可能である旨を示す案内標識の設置

は行わない。（例：3.8m 超車は直進不可で 20t 超車が直進可能の場合、3.8m 超車への迂

回路案内は行うが、20t 超車への直進案内は行わない。（上図参照）） 

図８ 20t 超指定道路と 3.8m 超指定道路の指定区間が異なる場合の配置計画 
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４．指定道路標識の設置計画 
４－１．設置方式、標示板の取付角度 

総重量限度緩和指定道路標識（以下「20t 超標識」という）における設置計画と同一を

基本とする。 

ただし、20t 超標識と併設する場合は、以下の事項に留意すること。 

 
＜20t 超標識との併設＞ 

高さ限度緩和指定道路標識（以下「3.8m 超標識」という）は、特車申請の緩和によ

る事務手続きの簡素化、緩和指定車両の自由走行の推進にあるため、20t 超標識と基本

的な目的が同じである。よって、同一箇所に設置されることが多くなることが想定さ

れることから、共架・併設する場合は例１に示す併設を基本とする。現地の状況によ

り、道路管理者が必要と判断する場合は、例２に示す一体表示として設置してもよい。 

 

例１．20t 超標識と併設する場合  
 
 
 
 
 
 
 
 

図９ 20t 超標識との併設  

20t超標識と3.8m超標識を併設す

る場合は、高さ超過車両の誤進入に

よる事故の危険性を考慮し、 

●縦に併設する場合 

「3.8m 超標識」が上、「20t 超標

識」が下となる配置とする。 

●横に併設する場合 

「3.8m 超標識」が右、「20t 超標

識」が左となる配置とする。 
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例２．一体表示とする場合 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 矢形なし表示板    矢形あり表示板 
 

図１０ 20t 超記号との一体表示 

 

 

●記号（車の形）の配置 

それぞれの記号を左右に並べる。

なお、3.8m 超の図形を右、20t 超

の図形を左に配置する。 

●標識寸法 

視認性の確保の観点から、「3.8m

超」を表す記号（車体の形状）の

大きさが、通常の標識（「118 の

4-A」、「118 の 4-B」）の記号と同

程度になるよう、標識の寸法を定

める必要がある。 

（別添３＜参考３－２＞参照） 

 

 



別添１ 

＜参考１＞ 
20t 超標識と 3.8m 超標識との関係 
 

20t 超標識における設置要領と 3.8m 超標識における設置要領の関係を下表に示す。 
 

表１．20t 超標識と 3.8m 超標識との関係 
項 目 適 用 

2.「3.8m 超車」に対する案内標識 － 
 2-1.「3.8m 超車」の案内を行う標識の種類 今回新たに追加・修正 
 2-2.様式 同上 
 2-3.寸法、色彩等 － 
  1)基本寸法 総重量限度緩和指定道路と同一 
  2)拡大率 高速道路等における事項を追加 
  3)色彩 同上 
  4)縁の太さ 今回新たに追加・修正 
  5)文字の形 総重量限度緩和指定道路と同一 
 2-4.案内の方法 高速道路等における事項を追加 
 2-5.他の標識との関係 総重量限度緩和指定道路と同一 
3.指定道路標識の配置計画 － 
 3-1.一般道路における指定道路標識の配置計画 総重量限度緩和指定道路と同一 
 3-2.高速道路等における適用事項 今回新たに追加 
 3-3.総重量限度緩和指定道路と高さ限度緩和指

定道路の指定区間が異なる場合の適用事項 
今回新たに追加 

4.指定道路標識の配置計画 － 
 4-1.設置方式、標示板の取付角度 総重量限度緩和指定道路との併設事項を追加 
 4-2.反射材料等 総重量限度緩和指定道路と同一 
5.維持管理 同上 
 

 



別添２ 

＜参考２＞ 
3.8m 超標識の設置イメージ 
 
一般道路及び高速道路に設置した場合のイメージを以下に示す。なお、表題の 1.0 倍、

1.5 倍等の数字は、「3.8m 超標識」の拡大率をさす。 

 

一般道路での設置イメージ （拡大率：1.0 倍） 

歩道等に単独柱を設置した例 

歩道等 車道部

25cm以上

1
8
0c

m
又

は
2
5
0c

m
以

上

 

Ｆ型柱に共架した例 

歩道等 車道部

25cm以上

1
8
0
c
m

又
は

2
5
0
c
m

以
上

 

歩道等 車道部

 

門型柱に共架した例 

歩道等 車道部

25cm以上

18
0
c
m

又
は

25
0
c
m

以
上

 
歩道等 車道部

 

 



別添２ 

 
高速道路本線での設置イメージ （拡大率：1.5 倍） 

単柱型：単独柱に設置した例 複柱型：出口の予告に共架した例 

50cm

 

50cm

20
0c

m

200cm以内に同様
な標識を設置して
いる事例有り

 

Ｆ型：方面及び出口の予告に共架した例 門型：出口、方面及び出口に共架した例 

50
0
cm

  

 

 

 

高速道路ランプ部での設置イメージ （拡大率：1.0 倍） 

Ｔ型：方面及び方向等に共架（1.0 倍） 

5
00

c
m

 

 

 

 

 



別添３ 

＜参考３－１＞ 

高さ限度緩和指定道路標識と関連補助標識 

 

 
   
   
   
 （一般道路用） （高速道路用） 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

本標識 
 
 

   
 

 
 
 
 
 

補助標識 
 

「高さ限度緩和指定道路」標識 

 



別添３ 

＜参考３－２＞20t 超と 3.8m 超マークの一体表示板 
 
図中の寸法は、「３．８ｍ超」を示す車体の記号の寸法を「１１８の４－Ａ」あるいは「１１８の

４－Ｂ」と同程度にした場合の、一体標識の寸法。（単位：ｃｍ） 
 
 
 130 

91
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

表示板の寸法は「１１８の４－Ａ」の１．３倍 
 
 
 160 

11
2 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

表示板の寸法は「１１８の４－Ｂ」の１．６倍 
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